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・豊芦議員＜夜間議会＞
９月２５日（金）午後７：３０～

・古崎議員
９月２８日（月）午後１：５０～

・飛田議員
９月２８日（月）午後３：４０～



　

－野崎人権協への補助金2536万円は何に使われていたのか！－
7月6日に私たちは、第一次訴訟の審議の過程で野崎人権協への補助金支出の実態に新たな矛盾が明らかとなってき
たため、その究明を求めて住民監査請求を行いました。しかし、大東市の監査委員会は、請求をまともにとりあげ
ようとせず、第一次訴訟への影響を避けたのか、証拠不十分という全く不当な理由で却下しました。そのため弁護
団とすすめる会は、住民の権利行使として、第一次訴訟に続いて市民要求実現実行委員会代表の松久芳樹さんを原
告に、9月 11日に大阪地裁に第二次住民訴訟を提訴しました。
大東市監査委員会の却下は違法不当。
　監査委員会の却下の理由は、証拠不十分というものですが、そもそも市民として解明を求めていることに対し、市
民にその内容を証明せよと要求すること自体が不当なものです。地方自治法の精神からも、またこれまでの判例に
も反するもので、違法不当といわざるをえません。
第二次住民訴訟の内容
監査がまともに行われないために、私たちは住民訴訟に踏み切りました。その主旨は以下のとおりです。

・平成15年度から18年度の4年間に野崎人権協支払われていた補助金25,366,265円（「総合生活相談事業業務委託料」
14,161,265円と「人権ケースワーク事業業務委託料」11,205,000円）を返還せよ。
・大東市が支払っていた多額の委託料の内容となる「事業費」は「相談員」の人件費である。カラ給与問題の当事者
Nはその「相談員」で、大東市との協定書を悪用して「野崎人権協の業務のため」という理由で職務免除を受け、殆
ど野崎人権協にて、総合生活相談や人権ケースホーワーク等に従事していた。
・しかし、人権相談の件数は、H15年 5件、H16年 4件、H17年 12件、H18年 69件、また総合生活相談は、H15年 195
件、H16年 168件、H17年 219件、H18年 232件で、いずれの相談も1日 1件にもならない。これは実態として相談員
はN一人であったと考えられる。ということになれば、「事業費」は相談員の人件費であると思料される。
・ところが、第一次訴訟の審議の過程で、野崎人権協は、Nに対し一切の経済的対価を支払っていないと回答してい
る。となれば、事業費は何に使われていたのか全く理解できないことになる。
　　※Nの人件費が勤務実態がないにもかかわらず大東市から支給されていたことを第一次訴訟で訴えています。
・野崎人権協がNに人件費を支払っていないにもかかわらず、人件費を装い「事業費」名目で業務委託料を受領して
いたのであれば、これは刑法上の詐欺にたり、違法不当な行為となる。
・大東市長及び収入役が、Nの人件費に充てられないことを知りつつ「事業費」名目で業務委託料を上乗せして出し
てきたのであれば公益性がなく違法である。

大東同和裁判をすすめる会のニュースより転載


